
社会保障審議会一障害者部会 
第 25 回 (H]7.4.26)  資料 7 

医療観察 法 下の行動制限等に 関する告示について 

ナ " 。 " 。 心神喪失等の 状態で重大な 他書行為を行った 者の医療及び 観察等に 

関する法律 ( 平成 1 5 年法律 第 1 1 0 号。 以下「医療観察 法 」という。 ) 

第 9 2 条 第 Ⅰ項には、 指定入院医療機関の 管理者は、 医療観察 法 の入 

院決定を受け 入院している 者にっき、 その医療又は 保護に欠くことの 

できない限度において、 その行動について 必要な行動の 制限を行 うこ 

とができる 旨 規定されている。 

しかしながら、 

① 同条第 2 項において、 厚生労働大臣があ らかじめ定める 行動 
の制限についてはこれを 行 う ことができないこと 

② 同条第 3 項において、 厚生労働大臣があ らかじめ定める 行動 

の制限については、 当該指定入院医療機関に 勤務する精神保健 
指定医が必要 ど認、 める場合でなければ 行 う ことができないこと 

が 定められており、 これら①及び②の 内容については、 いずれもあ ら 

かじめ社会保障審議会の 意見を聞いて 定めることとなっている。 

また、 

③ 医療観察 法 第 9 3 条第 1 項には、 厚生労働大臣は、 入院決定 
を 受け入院している 者の処遇について 必要な基準を 定めること 

ができること 

が 定められており、 ③の内容についても、 同条第 3 項においてあ らか 

じめ社会保障審議会の 意見を聞いて 定めることとなっている。 

なお、 精神保健及び 精神障害者福祉に 関する法律 ( 昭和 2 5 年法律 
第 Ⅰ 2 3 号。 以下「精神保健福祉法」 という。 ) 第 3 6 条及び第 3 7 

条には上記規定と 同様の規定があ り、 行動制限の内容や 処遇について 

の 基準の内容をそれぞれ 告示で定めている。 
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上記を踏まえ、 ①から③の内容を 定める告示を 策定することにっき 

厚生労働省として 検討したところ、 

医療観察法の 入院決定を受け 入院している 者に行ってはなら 
ない行動制限等の 内容について、 当該者の人権 を擁護する観点 
から、 精神保健福祉法に 基づき入院している 者への内容と 比べ 
て、 特にその範囲を 狭めるべき理由がない 

  医療観察法の 対象となる者は 精神保健福祉法にい う 「精神障 

書音」であ ることには変わりなく、 行動制限や処遇についての 
基準に求められる 内容について、 医療観察 法 と精神保健福祉法 
との間に実質上差異がない 

ものと考えられることから、 精神保健福祉法下の 告示で既に定められ 
ている行動制限や 基準と同様のものを 定めることとして 差し支えない 

と 考えられ、 別添のとおり、 医療観察 法 下の告示を精神保健福祉法 下 

の 告示を参考に 策定じた いと 考えている。 

そこで、 別添告示 ( 案 ) に対する先生方のご 意見を賜りたい。 

Ⅹ なお、 精神保健福祉法下の 告示と医療観察 法 下の告示との 相 

要点 は 、 およそ参考資料のとおり。 
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( 参考資料 ) 

精神保健福祉法下の 告示と医療観察 法 下の告示との 相異志 

0  主な文言の修正 

① 「患者」を「入院対象者」に 変更 
② 「都道府県」を、 適宜「裁判所」や「地方厚生 局 」に変更 
③ 「厚生大臣」を「厚生労働大臣」に 変更 

0  その他主な変更点について 
  「厚生労働大臣が 定める基準」の 第二の「 三 

項 」の (2) 
電話に関する 事 

精神保健福祉法下の 告示では「閉鎖病棟内にも 公衆電話等を 設置 

する」 と記載されているところ、 医療観察 法 下の告示ではこれを 削 

除している。 

，これは、 医療観察法の 対象者は、 必ず閉鎖病棟に 入院することと 
なるため、 「閉鎖病棟内「にも」」公出電話等を 設置することをあ 
えて明示する 意味がないからであ る。 

なお、 医療観察 法 に基づき入院して、 、 る 肴がい ろ 病棟に電話が 設 

置されることは、 「閉鎖病棟内にも 公衆電話等を 設置する」 という 

文言がなくとも 保証される。 
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( 参照条文 ) 

0  心神喪失等の 状態で重大な 他書行為を行った 者の医療及び 観察等 

に関する法律 ( 平成十五年法律第百十号 ) 

( 行動制限等 ) 

第九十二条 指定入院医療機関の 管理者は、 第四十二条第一項第一号 
又は第六十一条第一項第一号の 決定により入院している 者につき、 

その医療又は 保護に欠くことのできない 限度において、 その行動に 
ついて必要な 制限を行 う ことができる。 

2  前項の規定にかかわらず、 指定入院医療機関の 管理者は、 信書の 

発受の制限、 弁護士及び行政機関の 職員との面会の 制限その他の 行 

動の制限であ って、 厚生労働大臣があ らかじめ社会保障審議会の 意 

見を聴いて定める 行動の制限については、 これを行 う ことができな 

い 。 

3  第一項の規定による 行動の制限の Ⅰ フち ， 、 厚生労働大臣があ らかじ 

め 社会保障審議会の 意見を聴いて 定める患者の 隔離その他の 行動の 

制 旦は 、 当該指定入院医療機関に 勤務する精神保健指定医が 必要と 
認、 める場合でなければ 行 う ことができない。 

第九十三条 前条に定めるもののほか、 厚生労働大臣は、 第四十二条 

第一項第一号又は 第六十一条第一項第一号の 決定により指定入院医 

療 機関に入院している 者の処遇について 必要な基準を 定めることが 

できる。 

2  前項の基準が 定められたときは、 指定入院医療機関の 管理者は、 
その基準を遵守しなければならない。 

3  厚生労働大臣は、 第一項の基準を 定めようとするときは、 あ らか 

じめ、 社会保障審議会の 意見を聴かなければならない。 
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O 精神保健及び 精神障害者福祉に 関する法律 
( 昭和二十五年法律第百二十姉号 ) 

( 処遇 ) 
エ文 第三十六条 精神病院の管理者は、 入院中の者にっき、 その医療又は 

保護に欠くことのできない 限度において、 その行動について 必要な 

制限を行 う ことができる。 

2  精神病院の管理者は、 前項の規定にかかわらず、 信書の発受の 制 

限、 都道府県その 他の行政機関の 職員との面会の 制限その他の 行動 
の 制限であ って、 厚生労働大臣があ らかじめ社会保障審議会の 意見 
を聴いて定める 行動の制限については、 これを行 う ことができない。 

3  第一項の規定による 行動の制限のうち、 厚生労働大臣があ らかじ 
め社会保障審議会の 意見を聴いて 定める患者の 隔離その他の 行動の 

制限は、 指定医が必要と 認める場合でなければ 行 う ことができない。 

第三十七条 厚生労働大臣は、 前条に定めるもののほか、 精神病院に 
入院中の者の 処遇について 必要な基準を 定めることができる。 

2  前項の基準が 定められたときは、 精神病院の管理者は、 その基準 
を遵守しなければならない。 

3  厚生労働大臣は、 第一項の基準を 定めようとするときは、 あ らか 
じめ、 社会保障審議会の 意見を聴かなければならない。 
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げ
る
等
、
医
療
又
は
保
 

護
の
上
で
合
理
的
な
理
由
が
あ
る
場
合
で
あ
 っ
て
、
か
つ
、
合
理
的
な
方
 

法
及
び
範
囲
に
お
け
る
制
限
に
限
ら
れ
る
も
 の
で
あ
り
、
個
々
の
入
院
対
 

 
 豪

者
の
医
療
 ス
は
 保
護
の
上
で
の
必
要
性
を
 慎
重
に
判
断
し
て
決
定
す
べ
 

き
も
の
で
あ
る
。
 

信
書
に
関
す
る
事
項
 

（
 し
 

入
院
対
象
者
の
病
状
か
ら
判
断
し
て
、
 

家
族
等
か
ら
の
信
書
が
入
院
対
 

 
 豪

者
の
治
療
効
果
を
妨
げ
る
こ
と
が
考
え
る
 れ
る
場
合
に
は
、
あ
ら
か
じ
 

の
 家
族
等
と
十
分
連
絡
を
保
っ
て
信
書
を
差
し
 控
え
さ
せ
、
あ
る
い
は
 主
 

治
医
 あ
て
に
発
信
さ
せ
入
院
対
象
者
の
病
状
 を
み
て
当
該
主
治
医
か
ら
 入
 
l
 

院
 対
象
者
に
連
絡
さ
せ
る
等
の
方
法
に
努
め
 る
も
の
と
す
る
。
 

三
）
刃
物
、
薬
物
等
の
異
物
が
同
封
さ
れ
て
 
い
 る
と
判
断
さ
れ
る
受
信
信
書
 

ほ
 つ
い
て
、
入
院
対
象
者
に
よ
り
こ
れ
を
開
封
 さ
せ
、
異
物
を
取
り
出
し
 

た
 上
、
入
院
対
象
者
に
当
該
受
信
信
書
を
渡
し
 た
場
ム
ロ
 
に
お
い
て
は
、
 当
 

該
 措
置
を
採
っ
た
旨
を
診
療
録
に
記
載
す
る
 も
の
と
す
る
。
 

電
話
に
関
す
る
事
項
 

（
一
）
制
限
を
行
っ
た
 場
ム
ロ
 
は
、
そ
の
理
由
を
 診
療
録
に
記
載
し
、
か
っ
 、
適
 

助
 な
時
点
に
お
い
て
制
限
を
し
た
旨
及
び
そ
の
 理
由
を
入
院
対
象
者
及
び
 

保
護
者
に
知
ら
せ
る
も
の
と
す
る
。
 

三
）
電
話
機
は
、
入
院
対
象
者
が
自
由
に
利
 
用
 で
き
る
よ
う
な
場
所
に
設
置
 

さ
れ
る
必
要
が
あ
る
も
の
と
す
る
。
ま
た
、
 

地
 方
 裁
判
所
、
地
方
厚
生
 局
 

一
 

一
 "
 

て
 自
由
に
行
わ
れ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

三
 信
書
に
関
す
る
事
項
 

（
 
こ
 患
者
の
病
状
か
ら
判
断
し
て
、
家
族
等
 

か
ら
の
信
書
が
患
者
の
治
療
 

効
 

果
を
妨
げ
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
場
合
に
は
、
 

あ
ら
か
じ
め
家
族
等
と
 

十
 

分
 連
絡
を
保
っ
て
信
書
を
差
し
控
え
さ
せ
、
 

あ
 る
ぃ
 
は
主
治
医
あ
て
に
 

発
 

 
 

 
 

信
 さ
せ
患
者
の
病
状
を
み
て
当
該
主
治
医
 

か
 ら
 患
者
に
連
絡
さ
せ
る
等
の
 

方
法
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。
 

三
）
刃
物
、
薬
物
等
の
異
物
が
同
封
さ
れ
て
 

い
 る
と
判
断
さ
れ
る
受
信
信
書
 

に
つ
い
て
、
患
者
に
 

よ
 り
こ
れ
を
開
封
さ
せ
、
 

異
物
を
取
り
出
し
た
上
、
 

 
 

患
者
に
当
該
受
信
信
書
を
渡
し
た
場
合
に
お
 

い
て
は
、
当
該
措
置
を
採
っ
 

た
 旨
を
診
療
録
に
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。
 

三
 電
話
に
関
す
る
事
項
 

（
 
こ
 制
限
を
行
っ
た
場
合
は
、
そ
の
理
由
を
 

診
療
録
に
記
載
し
、
か
っ
 

、
適
 

切
 な
時
点
に
お
い
て
制
限
を
し
た
旨
及
び
そ
 

の
 理
由
を
患
者
及
び
保
護
者
 

に
 知
ら
せ
る
も
の
と
す
る
。
 

三
）
電
話
機
は
、
患
者
が
自
由
に
利
用
で
き
 

る
よ
う
な
場
所
に
設
置
さ
れ
る
 

必
要
が
あ
り
、
閉
鎖
病
棟
内
に
も
公
衆
電
話
等
 

を
 設
置
す
る
も
の
と
す
る
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か 東一     四 
                    
                        レ面 

も 見る   関す 廿 二手 とす しめ でや 離 は 擦文 れる 方法 人父 院 対 な考 豪者 職員 ムロ 又 のと 会す を禁 面会 院 後 者に 時点 限を 

間 るのむ 、 は 場では 象 えのがはする 止のは知に行る 
を 。 たを天保合は 周者方偏女医 る 場す機入らおっ 事 

え 
超 偏 に の め 得ず 院 対 護を f こ、 その 固の 焼討 痛苦難に 余 ち た 合、 る指 会な せ るて場 いた - 項 
な 行な 家国 そ危者離 っ ぅ しだ八畳字家 も 制 令 
い わさ 者 るの険には いこ く し院はえ者の 限は 
隔 れれの こ危を危   

て と は 、 対 採る の と を   
離 る る 症と 険固 険入 が 傑人象 らべ 宿 す し そ 
に よ も状をを避が 院 で 議院 者 なき 状 る たの 
つ ぅ のか 日 量 す 反射 き の対がいでに 。 旨理 
い なで も 的山 るぶ象 るた象立 も あ 応 反曲 
て こ あ みと 限こ 何者 も め者会の り じ び る 
は と っ て しに と 能の の特 若い と 、 で そ診 
精 はて 、 て 減が性症 と に しなす 大 き 
神 蔵 、 そ 行ら著が 状 

の療 
す必、 く く る 焼 る 理録 

保 に制のわ し し 着 か る 要は面 。 直限 由 に 
健 あ 裁医ね 、 く し ら 。 が面会 後 り を記 
指 あ 会で 一早 入載 
定   る者 き 定期 Ⅱ 完 L, 
医 は 罰はの対で く   場 の る 期に 対   
の なあ 保と 象 あ 、 入 合 布よ 間人 象か 
半 Ⅰ ら る 護 す者 る隔院 に望 ぅ 一院 者っ 
断 ないを る 本 と離 村 は の に 津村 及   
を いは 図 。 大利 以象 病ぁす に象 び適 

を担 
、 当 

兄 部 

  
い法 
と務 
こ 局 ろ 
に地 
掲方 
げ法 
る務 
等局 
の人 
措権 
置擁 
を護 講主 
ず管 
る部 
も 局 
の等 
と の 

電話 する 

。 番 
フテ 

。
ま
た
、
都
道
府
県
精
神
保
健
福
祉
主
管
部
 局
 、
地
方
法
務
局
人
権
擁
護
 

主
管
部
局
等
の
電
話
番
号
を
 、
 見
や
す
い
と
 ナ
 
」
ろ
に
掲
げ
る
等
の
措
置
を
 

講
ず
る
も
の
と
す
る
。
 

面
会
に
関
す
る
事
項
 

二
）
制
限
を
行
っ
た
場
合
は
 、
 ぞ
の
理
由
を
 診
療
録
に
記
載
し
、
か
つ
、
 

適
 

切
 な
時
点
に
お
い
て
制
限
を
し
た
旨
及
び
そ
 の
 理
由
を
患
者
及
び
保
護
者
 

に
 知
ら
せ
る
も
の
と
す
る
。
 

三
）
入
院
後
は
患
者
の
病
状
に
応
じ
で
き
る
 
限
り
早
期
に
患
者
に
面
会
の
機
 

会
を
与
え
る
べ
き
で
あ
り
、
入
院
直
後
一
定
 期
間
一
律
に
面
会
を
禁
止
す
 

る
 措
置
は
採
ら
な
い
も
の
と
す
る
。
 

二
三
面
会
す
る
 場
ム
ロ
 
、
患
者
が
立
会
い
な
く
 面
会
で
き
る
よ
う
に
す
る
も
の
 

と
す
る
。
た
だ
し
、
患
者
若
し
く
は
面
会
者
 の
 希
望
の
あ
る
 場
 ム
ロ
又
は
医
 

療
 若
し
く
は
保
護
の
た
め
特
に
必
要
が
あ
る
 場
 ム
ロ
に
は
病
院
の
職
員
が
立
 

ち
 会
 う
 こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。
 

 
 患

者
の
隔
離
に
つ
い
て
 

基
本
的
な
考
え
方
 

（
 し
 

患
者
の
隔
離
（
以
下
「
隔
離
」
と
い
う
 。
）
は
、
患
者
の
症
状
か
ら
み
て
 

、
本
人
又
は
周
囲
の
者
に
危
険
が
及
ぶ
可
能
 性
 が
著
し
く
高
く
、
隔
離
 以
 

外
の
方
法
で
は
そ
の
危
険
を
回
避
す
る
こ
と
 が
 著
し
く
困
難
で
あ
る
と
 判
 

断
 さ
れ
る
 場
 ム
ロ
に
、
そ
の
危
険
を
最
小
限
に
 減
ら
し
、
患
者
本
人
の
医
療
 

ス
は
 保
護
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
行
わ
れ
 る
も
の
と
す
る
。
 

三
）
隔
離
は
、
当
該
患
者
の
症
状
か
ら
み
て
 
、
そ
の
医
療
又
は
保
護
を
図
る
 

上
 で
や
む
を
得
ず
な
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
 、
 制
裁
や
懲
罰
あ
る
い
は
 見
 

せ
し
め
の
た
め
に
行
わ
れ
る
よ
う
な
こ
と
は
 厳
に
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
も
 

の
と
す
る
。
 

二
三
十
二
時
間
を
超
え
な
い
隔
離
に
つ
い
て
 
は
 精
神
保
健
指
定
医
の
判
断
を
 

第
二
一
 

 
 

四
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    オ 
  ） 遵た 

せ 入を 守め身 
隔る 暁天他事 、 体 
離こ 対塁の 項 偏曲 

患者 行 を とは 豪者 させ 合併 離が 

ぅ あ が る の 必 、 症 
は っ 入こ 隔 要を 
当 て 室 と 離 な有 
たは し は を 場す 
っなて あ 行 合 る 
て ら い つ っ 入 
はな る て て 院 

、 い 部はい 対 
当 も屋な る 象 
該 のに ら 閉 者 
入 と 隔 な鎖 Ⅰ L@@ 

院す離ぃ的 つ 
射 る の も 環 い 

象 。 たの 境 て 
者 め と の 
に 他す部 検 
対 の る 屋 査 
し 患、 。 Ⅰ く @@ 及 
て 者 ま 人 び 
隔 をた 院 処 
離 入 、 対 置 
を 室焼家 等 
ス 寸 一 丁 さ に 者 の 

  
エ ウ ィ アい す   

  
動 場る 隔隔 四   

他意、 認 め 、 仙宮 が 地合と離離 人 のさ 医要 
の性 ら の殺人のに認、 のの 室 と せな 師す 
方精れ 恵介 院 患おめ対対でする おに る 
法神 " 音図村老い ら 象象 あ る こ " よ も 
で 達也 に 天象 と てれと と る 。 と 入っの 
は 動の対は者の 行る なな 旨 こ も 院 てで 
医 異方 す 自 の人 わ 入る る ののあ 射付 は 
療奮 法る傷病間 れ 暁天人誓湯 り 象 わな 
又 等で暴行状関る 対院 院画会得 者ねい 
は のは 力 為の係も象対対をに る 本なが 
保たこ行が経をの 者 象象得 おが 人け   
謹 めれ 為 切迫 著 と で昔者ない 、 のれこ 
を 、 を や道や し すあ はにけて こ 意はの 
国本坊著 し 予 く る り 、 関れはの 思 な場 
る穏 ぎ して後 損   " 生 すば " 場に ら 合 
こ 、 き いい に な 隔 と る な入合 よ なに 
と 多れ迷る 著 う 離 し事ら院に り いあ 
が 動な悪場 しお 以て 項 な対は閉 も っ 
著 それ 場し 、爆 い 行為 台 く葱 次の 外に   
く 発令   く が よ よ 0 本に環すそ 
困 性 器 影あ い う と 人は境る の 
難な 物 響る 代 な すの当の 。 要 
な ど   。 居 、 ら 屋 の 
ム 口 目 付 場 そ 法に になに 判 

        
よ い八 桁 の が立ち 為 一 台 口 な 当 る も 室 は 

要
す
る
も
の
で
は
な
い
が
、
こ
の
場
合
に
あ
 つ
て
も
そ
の
要
否
の
判
断
は
 

医
師
に
よ
っ
て
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
 の
と
す
る
。
 

西
 ）
な
お
、
本
人
の
意
思
に
よ
り
閉
鎖
的
 
環
 境
の
部
屋
に
入
室
さ
せ
る
こ
と
 

も
あ
り
得
る
が
、
こ
の
場
合
に
は
隔
離
に
は
 当
 た
ら
な
い
も
の
と
す
る
。
 

こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
本
人
の
意
思
に
よ
る
 入
室
で
あ
る
旨
の
書
面
を
 

得
 な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
。
 

二
対
象
と
な
る
患
者
に
関
す
る
事
項
 

隔
離
の
対
象
と
な
る
患
者
は
、
主
と
し
て
次
の
 よ
う
な
場
合
に
該
当
す
る
と
 

認
め
ら
れ
る
患
者
で
あ
り
、
隔
離
以
外
に
よ
い
 代
替
方
法
が
な
い
場
合
に
お
い
 

て
 行
わ
れ
る
も
の
と
す
る
。
 

ア
 
他
の
患
者
と
の
人
間
関
係
を
著
し
く
損
な
 ぅ
 お
そ
れ
が
あ
る
等
、
そ
の
 言
 

動
が
 患
者
の
病
状
の
経
過
や
予
後
に
著
し
く
 悪
く
影
響
す
る
場
合
 

イ
 
自
殺
企
図
又
は
自
傷
行
為
が
切
迫
し
て
い
 ス
り
場
ム
ロ
 

ゥ
 
他
の
患
者
に
対
す
る
暴
力
行
為
や
著
し
い
 迷
惑
行
為
、
器
物
破
損
行
為
が
 

認
め
ら
れ
、
他
の
方
法
で
は
こ
れ
を
防
ぎ
き
れ
 な
 い
 場
合
 

ェ
 
急
性
精
神
運
動
興
奮
等
の
た
め
、
不
穏
、
 

多
動
、
爆
発
性
な
ど
が
目
立
ち
 

一
般
の
精
神
病
室
で
は
医
療
又
は
保
護
を
図
 る
こ
と
が
著
し
く
困
難
な
場
 

ム
 

オ
 
身
体
的
合
併
症
を
有
す
る
患
者
に
つ
い
て
 、
検
査
及
び
処
置
等
の
た
め
、
 

隔
離
が
必
要
な
場
合
 

三
 
遵
守
事
項
 

二
）
隔
離
を
行
っ
て
い
る
閉
鎖
的
環
境
の
部
 
屋
 に
更
に
患
者
を
入
室
さ
せ
る
 

こ
と
は
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
。
 

ま
 た
、
 既
に
患
者
が
入
室
 し
 

て
い
る
部
屋
に
隔
離
の
た
め
他
の
患
者
を
入
室
 さ
せ
る
こ
と
は
あ
っ
て
は
 

な
ら
な
い
も
の
と
す
る
。
 

三
）
隔
離
を
行
 う
に
 当
た
っ
て
は
、
当
該
 患
者
に
対
し
て
隔
離
を
行
う
理
由
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ぅ
 理
由
を
知
ら
せ
る
よ
 う
 努
め
る
と
と
も
に
、
 
隔
離
を
行
っ
た
旨
及
び
そ
 

の
 理
由
並
び
に
隔
離
を
開
始
し
た
日
時
及
び
 解
 除
し
た
日
時
を
診
療
録
に
 

記
載
す
る
も
の
と
す
る
。
 

目
 ）
隔
離
を
行
っ
て
い
る
間
に
お
い
て
は
、
 
定
期
的
な
会
話
等
に
 よ
 る
注
意
 

深
い
臨
床
的
観
察
と
適
切
な
医
療
及
び
保
護
が
 確
保
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
 

な
 い
 も
の
と
す
る
。
 

（
四
）
隔
離
を
行
っ
て
い
る
間
に
お
い
て
は
、
 

洗
面
、
入
浴
、
掃
除
等
入
院
対
 

 
 豪

者
及
び
部
屋
の
衛
生
の
確
保
に
配
慮
す
る
 も
の
と
す
る
。
 

五
 ）
隔
離
が
漫
然
と
行
わ
れ
る
こ
と
が
な
い
 
よ
 う
 に
、
医
師
は
原
則
と
し
て
 

少
な
く
と
も
毎
日
一
回
診
察
を
行
 う
 も
の
と
す
 る
 。
 

第
四
身
体
的
拘
束
に
つ
い
て
 

一
基
本
的
な
考
え
方
 

（
 こ
 

身
体
的
拘
束
は
、
制
限
の
程
度
が
強
く
 、
ま
た
、
二
次
的
な
身
体
的
 障
 

害
を
生
ぜ
し
め
る
可
能
性
も
あ
る
た
め
、
代
替
 方
法
が
見
出
さ
れ
る
ま
で
 

の
間
の
や
む
を
得
な
い
処
置
と
し
て
行
わ
れ
る
 行
動
の
制
限
で
あ
り
、
で
 

き
る
限
り
早
期
に
他
の
方
法
に
切
り
替
え
る
よ
 ぅ
 努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
 

い
 も
の
と
す
る
。
 

三
）
身
体
的
拘
束
は
、
入
院
対
象
者
本
人
の
 
生
命
を
保
護
す
る
こ
と
及
び
重
 

大
な
身
体
損
傷
を
防
ぐ
こ
と
に
重
点
を
置
い
た
 行
動
の
制
限
で
あ
り
、
 
制
 

裁
や
懲
罰
あ
る
い
は
見
せ
し
め
の
た
め
に
行
わ
 れ
る
よ
う
な
こ
と
は
厳
に
 

あ
っ
て
は
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
。
 

二
三
身
体
的
拘
束
を
行
う
場
ム
ロ
は
、
身
体
的
 拘
束
を
行
 う
 目
的
の
た
め
に
 
特
 

別
に
配
慮
し
て
作
ら
れ
た
衣
類
 ス
は
綿
 入
り
 帯
 等
を
使
用
す
る
も
の
と
し
 

、
手
錠
等
の
刑
具
類
や
他
の
目
的
に
使
用
さ
れ
 る
紐
 、
 縄
 そ
の
他
の
物
は
 

使
用
し
て
は
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
。
 

三
 
身
体
的
拘
束
の
対
象
と
な
る
入
院
対
象
者
 に
関
す
る
事
項
 

を
 知
ら
せ
る
よ
 う
 努
め
る
と
と
も
に
、
隔
離
 な
 行
っ
た
旨
及
び
そ
の
理
由
 

並
び
に
隔
離
を
開
始
し
た
日
時
及
び
解
除
し
 た
 日
時
を
診
療
録
に
記
載
す
 

る
も
の
と
す
る
。
 

宝
 ）
隔
離
を
行
っ
て
い
る
間
に
お
い
て
は
、
 
定
期
的
な
会
話
等
に
よ
る
注
意
 

深
 い
 臨
床
的
観
察
と
適
切
な
医
療
及
び
保
護
が
 確
保
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
 

な
 い
 も
の
と
す
る
。
 

西
 ）
隔
離
を
行
っ
て
い
る
間
に
お
い
て
は
、
 洗
面
、
入
浴
、
掃
除
等
患
者
 及
 

び
 部
屋
の
衛
生
の
確
保
に
配
慮
す
る
も
の
と
 す
る
。
 

宝
 ）
隔
離
が
漫
然
と
行
わ
れ
る
こ
と
が
な
い
 
よ
う
に
、
医
師
は
原
則
と
し
て
 

か
な
く
と
も
毎
日
一
回
診
察
を
行
 う
 も
の
と
 す
る
。
 

身
体
的
拘
束
に
つ
い
て
 

基
本
的
な
考
え
方
 

（
 こ
 

身
体
的
拘
束
は
、
制
限
の
程
度
が
強
く
 、
ま
た
、
二
次
的
な
身
体
的
 障
 

害
を
生
ぜ
し
め
る
可
能
性
も
あ
る
た
め
、
 

代
 昔
方
法
が
見
出
さ
れ
る
ま
で
 

の
間
の
や
む
を
得
な
い
処
置
と
し
て
行
わ
れ
る
 行
動
の
制
限
で
あ
り
、
で
 

き
る
限
り
早
期
に
他
の
方
法
に
切
り
替
え
る
よ
 ぅ
 努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
 

い
 も
の
と
す
る
。
 

（
三
身
体
的
拘
束
は
、
当
該
患
者
の
生
命
を
 
保
護
す
る
こ
と
及
び
重
大
な
 身
 

体
 損
傷
を
防
ぐ
こ
と
に
重
点
を
置
い
た
行
動
 の
 制
限
で
あ
り
、
制
裁
や
懲
 

罰
 あ
る
い
は
見
せ
し
め
の
た
め
に
行
わ
れ
る
 よ
う
な
こ
と
は
厳
に
あ
っ
て
 

は
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
。
 

公
 三
身
体
的
拘
束
を
行
 う
 場
合
は
、
身
体
的
 拘
束
を
行
 う
 目
的
の
た
め
に
 特
 

別
に
配
慮
し
て
作
ら
れ
た
衣
類
 ス
は
綿
 入
り
 帯
 等
を
使
用
す
る
も
の
と
し
 

、
手
錠
等
の
刑
具
類
や
他
の
目
的
に
使
用
さ
 れ
る
 紐
 、
 縄
 そ
の
他
の
物
は
 

使
用
し
て
は
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
。
 

対
象
と
な
る
患
者
に
関
す
る
事
項
 

一
 
"
"
"
 

一
 

第
四
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一 一 

に
 該
当
す
る
と
認
め
ら
れ
る
入
院
対
象
者
で
あ
 り
 、
身
体
的
拘
束
以
外
に
よ
い
 

代
替
方
法
が
な
い
場
合
に
お
い
て
行
わ
れ
る
 も
の
と
す
る
。
 

ア
 
自
殺
企
図
又
は
自
傷
行
為
が
著
し
く
切
迫
 し
て
い
る
場
合
 

イ
 
多
動
又
は
不
穏
が
顕
著
で
あ
る
場
合
 

ウ
ア
 又
は
 イ
 の
ほ
か
精
神
障
害
の
た
め
に
、
 
そ
の
ま
ま
放
置
す
れ
ば
入
院
対
 

 
 豪

者
本
人
の
生
命
に
ま
で
危
険
が
及
ぶ
お
そ
れ
 が
あ
る
場
合
 

一
 遵
守
事
項
 

（
 こ
 

身
体
的
拘
束
に
当
た
っ
て
は
、
当
該
 入
 院
 対
象
者
に
対
し
て
身
体
的
 拘
 

束
 を
行
 う
 理
由
を
知
ら
せ
る
よ
 う
 努
め
る
と
と
 も
に
、
身
体
的
拘
束
を
行
 

っ
た
 旨
及
び
そ
の
理
由
並
び
に
身
体
的
拘
束
を
 開
始
し
た
日
時
及
び
解
除
 

し
た
日
時
を
診
療
録
に
記
載
す
る
も
の
と
す
る
  
 

三
）
身
体
的
拘
束
を
行
っ
て
い
る
間
に
お
い
 
て
は
、
原
則
と
し
て
常
時
の
臨
 

床
的
 観
察
を
行
い
、
適
切
な
医
療
及
び
保
護
を
 確
保
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
 

い
 も
の
と
す
る
。
 

公
 三
身
体
的
拘
束
が
漫
然
と
行
わ
れ
る
こ
と
 が
な
い
よ
う
に
、
医
師
は
頻
 回
 

に
 診
察
を
行
 う
 も
の
と
す
る
。
 

身
体
的
拘
束
の
対
象
と
な
る
入
院
対
象
者
は
、
 

主
と
し
て
次
の
よ
う
な
場
合
   

身
体
的
拘
束
の
対
象
と
な
る
患
者
は
、
主
と
 し
て
次
の
よ
う
な
場
合
に
該
当
 

す
る
と
認
め
ら
れ
る
患
者
で
あ
り
、
身
体
的
 拘
 束
 以
外
に
 よ
い
 代
替
方
法
が
な
 

ぃ
場
 ム
ロ
に
お
い
て
行
わ
れ
る
も
の
と
す
る
。
 

ア
 
自
殺
企
図
又
は
自
傷
行
為
が
著
し
く
切
迫
 し
て
い
る
場
合
 

ィ
 
多
動
又
は
不
穏
が
顕
著
で
あ
る
場
合
 

ウ
ア
 又
は
 イ
 の
ほ
か
精
神
障
害
の
た
め
に
、
 
そ
の
ま
ま
放
置
す
れ
ば
患
者
の
 

生
命
に
ま
で
危
険
が
及
ぶ
お
そ
れ
が
あ
る
湯
ム
 ロ
 

三
 
遵
守
事
項
 

（
 こ
 

身
体
的
拘
束
に
当
た
っ
て
は
、
当
該
 患
者
に
対
し
て
身
体
的
拘
束
を
行
 

ぅ
 理
由
を
知
ら
せ
る
よ
 う
 努
め
る
と
と
も
に
、
 
身
体
的
拘
束
を
行
っ
た
 旨
 

ゑ
 び
そ
の
理
由
並
び
に
身
体
的
拘
束
を
開
始
 し
た
日
時
及
び
解
除
し
た
 日
 

時
を
診
療
録
に
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。
 

三
）
身
体
的
拘
束
を
行
っ
て
い
る
間
に
お
い
 
て
は
、
原
則
と
し
て
常
時
の
臨
 

床
的
 観
察
を
行
い
、
適
切
な
医
療
及
び
保
護
 を
 確
保
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
 

い
 も
の
と
す
る
。
 

二
三
身
体
的
拘
束
が
漫
然
と
行
わ
れ
る
こ
と
 
が
な
い
よ
う
に
、
医
師
は
頻
 回
 

に
 診
察
を
行
 う
 も
の
と
す
る
。
 

第
五
任
意
入
院
者
の
開
放
処
遇
の
制
限
に
っ
 
い
て
 

（
略
）
 

  




